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▲開会 午後３時１５分 

○水代議長 それでは、ただ今から令和元年第８回流山市農業委員会総会を開会い

たします。 

ただいまのところ出席委員は１２名中１２名で定足数に達しておりますので、会議は

成立していることをご報告いたします。 

また、農地利用最適化推進委員より３名出席していることをご報告いたします。 

○水代議長 次に、本日の総会の議事録署名委員の指名を行います。 

流山市農業委員会会議規則第１４条第１項に規定する議事録署名委員ですが、

議長から指名させていただくことにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

○水代議長 異議なしと認めます。 

８番 岡田委員、９番 山﨑委員を指名いたします。 

○水代議長 次に、会議書記の指名を行います。 

本日の会議の書記として、斉藤副主査を任命いたします。 

次に、本日の総会の議案につきまして事務局より説明をお願いします。 

秋元次長。 

◎秋元次長 お手元に配布させていただきました議案書を２枚めくっていただき、この

議案書の「会議目次」をご覧いただきたいと思います。 

本日、ご審議いただく案件につきましては、議案第３８号「農地法第４条の規定によ

る許可申請について（恒久転用）」から議案第４１号「流山市都市計画審議会委員の

推薦について」までの４議案についてご審議いただきたいと思います。 

また、報告事項といたしましては、報告第２２号「専決処理の報告について」報告さ

せていただきます。 

説明は、以上です。 

よろしくお願いします。 

○水代議長 ただいまの説明について、何かご質問ございますか。 

（なしの声あり） 

○水代議長 なしと認めます。 

 

○水代議長 これより議事に入ります。 

議案第３８号「農地法第４条の規定による許可申請について（恒久転用）」を議題と

いたします。 

議案の説明を求めます。 

秋元次長。 

◎秋元次長 議案書の１ページをご覧ください。 

議案第３８号 

農地法第４条の規定による許可申請について 

次のとおり、許可申請があったので審議を求める。 
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令和元年８月９日提出 

権利者は、流山市大字南の方で職業は主婦です。 

申請がありました土地は、流山市南の畑１筆 面積４９８平方メートルです。 

転用目的につきましては、専用住宅用地とするもので、この申請地の案内図と計

画図につきましては、１ページと２ページにございますので併せてご参照ください。 

今月の農地法第４条許可申請は、以上です。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○水代議長 本案について、担当委員会から審議結果について報告を求めます。 

小倉委員長。 

◎小倉委員長 議案第３８号「農地法第４条の規定による許可申請について」ご報告い

たします。 

今月の案件は、恒久転用によるものが１件であります。 

本案についても、現地調査と申請関係者からのヒアリングを行い審議いたしました。 

申請地につきましては、前方の地図でご説明いたします。申請地は、東武線初石

駅の西約１．２キロメートルに位置し、周囲は農業公共投資の対象となっていない小

集団の生産性の低い農地であることから、第２種農地と判断いたしました。 

転用目的は専用住宅を建設しようとするものでございます。 

権利者は、流山市大字南にお住まいの方で、年齢は５３歳です。 

申請理由については、現在、母の家で２世帯同居していますが、今回、自分たち

家族用の住居を建設することから申請がなされたものです。 

次に、前方の土地利用計画図で事業計画の概要についてご説明いたします。木

造２階建ての個人住宅を建築する計画です。土砂等の流出対策については、コンク

リートブロックによる土留めを敷地境界に設置し流出を防ぐ計画です。 

また、排水対策については、雨水は浸透桝により集水し、汚水及び雑排水は合併

浄化槽により処理後、既設の側溝に放流するとのことでした。 

次に、申請地の現況につきましては、写真のとおりで申請地周辺につきましては、

北側は福祉会館、東側は道路となっており、その他は畑となっています。 

次に、資金計画ですが、建設費が約４，７８０万円で、全額自己資金で賄うとのこと

で、金融機関発行の残高証明書が添付されています。 

次に、他法令につきましては、都市計画法が該当し現在手続き中です。 

以上、権利者及び申請関係者からのヒアリングや現地調査を基に、農地法第４条

の許可基準である「立地基準」や申請目的実現の確実性、周辺農地への影響、資金

力、他法令の許可の見込みなどの「一般基準」、また、他法令との協議の進捗状況な

どの「転用目的別の基準」に基づき審査を行ったところ、本案については許可基準に

適合していると認められたため、全会一致をもって許可相当という結論に達しました。 

以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○水代議長 ありがとうございました。 

これより、本案に対する質疑に入ります。 
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質疑をお持ちの方は、挙手をお願いいたします。 

（なしの声あり） 

○水代議長 質疑なしと認めます。 

これより採決を行います。 

議案第３８号について、許可することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

挙手、全員であります。 

よって議案第３８号については許可することに決定いたしました。 

 

○水代議長 次に、議案第３９号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」

を議題といたします。 

議案の説明を求めます。 

秋元次長。 

◎秋元次長 議案書の２ページをご覧ください。 

議案第３９号  

相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

租税特別措置法施行令第４０条の７及び租税特別措置法施行規則第２３条の８の

規定による証明願を次のとおりとする。 

令和元年８月９日提出 

今回、相続人から引き続き農業経営を行い、相続税の納税猶予を受けるため証明

願の提出があったものです。 

申請者は、流山市芝崎の方で、被相続人の子に当たります。 

申請地は、芝崎の田３筆 合計面積３，９９９平方メートルで、現在、生産緑地地区

の指定を受けている農地です。 

   議案案内図は３頁になります。併せてご参照願います。 

   次に、被相続人については、今年４月に７４歳で亡くなられた方です。相続人につ

いては、年齢は４９歳です。 

   次に、相続人の世帯の農業従事者は、２名です。 

現地の状況につきましては作付け済の状況でありました。 

説明は以上です。ご審議をよろしくお願いいたします。 

○水代議長 本案について、担当委員会から審議結果について報告を求めます。 

小倉委員長。 

◎小倉委員長 議案第３９号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」ご

報告いたします。 

今月の案件は１件です。本案につきましても、現地調査と申請者からのヒアリングを

行っております。 

はじめに、申請地につきましては、前方の地図でご説明いたします。申請地は、つ

くばエクスプレス線流山セントラルパーク駅の南東約０．８キロメートルに位置している
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土地でございます。 

被相続人は、昭和１９年生まれで、平成３１年４月に７４歳で亡くなられた方でござ

います。相続人は、被相続人の長男で昭和４５年生まれの４９歳の方でございます。 

本案は、引き続き農業を継続し、相続税の納税猶予を受けるために証明願があっ

たものです。 

農業従事者につきましては、申請者とその母で合計２名であります。 

申請地は、写真のとおり水稲が作付されておりました。 

なお、納税猶予を受けることになると、猶予を受けた農地については終生農地とし

て利用し、耕作を続けなければならないことを説明したところ、申請者からは了解して

いるとの回答を得ております。 

以上のことをもとに審議しましたところ、引き続き農業を継続していくことが確認でき

たため、全会一致をもって証明相当という結論に達しました。 

以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○水代議長 ありがとうございました。 

これより、本案に対する質疑に入ります。 

質疑をお持ちの方は、挙手をお願いいたします。 

（なしの声あり） 

○水代議長 質疑なしと認めます。 

これより採決を行います。 

議案第３９号について、証明することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

挙手、全員であります。 

よって議案第３９号については、証明することに決定いたしました。 

ありがとうございました。 

 

○水代議長 次に、議案第４０号「農地所有適格法人報告書の提出について」を議題と

いたします。 

議案の説明を求めます。 

秋元次長。 

◎秋元次長 議案書の３ページをお開きください。 

議案第４０号 

農地所有適格法人報告書の提出について 

農地法第６条第１項の規定による報告が次のとおりあったので、意見を求める。 

令和元年８月９日提出 

農地所有適格法人につきましては、事業年度の終了後３か月以内に、毎年、農地

所有適格法人報告書を農業委員会に提出しなければならないと規定されております

ことから、報告書の提出があったものです。 

今回、報告がありました農地所有適格法人は、流山市大字西深井にあります法人

です。 
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報告がありました事業年度は、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの１

年間です。 

皆様のお手元に配付させていただきました様式例第５号の３「農地所有適格法人

要件確認書」という資料をご覧いただきたいと思います。 

この資料につきましては、法人から提出いただきました報告書をもとに農地所有適

格法人要件確認書を作成しております。 

確認書の表に、令和元年６月２０日と書かれている欄が、今回、報告のあった箇所

ですのでこの欄を縦にご覧ください。 

経営面積についてですが、面積は１．１５ヘクタールです。 

   次に、法人形態についてですが、非公開の株式会社となっております。 

   次に、事業の種類については、農産物の生産・加工・販売、農作業の受託等で

す。 

   次に、売上高についてですが、全体の売上高に対し農業に関する売り上げが占め

る割合は、１００パーセントとなっておりました。 

   よって、売上高の半分以上は農業に関する売り上げで占めておりましたので、売上

高の要件について、適合としております。 

次に、議決権については、議決権を行使できる株の５１パーセントが農業常時従事

者の株であります。 

また、業務執行役員につきましては、役員の方が農業に常時１５０日以上従事して

おりました。 

以上のことから、農地所有適格法人としての必要な要件はそれぞれ備えています

ので、適合とさせていただきました。 

当該法人の議案案内図につきましては４ページになります。 

説明につきましては、以上です。 

ご審議をよろしくお願い申し上げます。 

○水代議長 本案について、担当委員会から審議結果について報告を求めます。 

小倉委員長。 

◎小倉委員長 議案第４０号「農地所有適格法人報告書の提出について」ご報告いた

します。 

本案については、農地法第６条の規定により「農地所有適格法人は、毎年、事業

の状況などを、権利を有している農地を所管する農業委員会に報告しなければなら

ない。」と定められています。 

また、「農業委員会は、その報告に基づき、農地所有適格法人がその要件を満た

さなくなるおそれがあると認めるときは、その法人に対し、必要な措置を講ずべきこと

を勧告することができる。」とされています。 

農地所有適格法人の要件としては、法人形態要件、事業要件、構成員要件、議決

権要件、業務執行権要件があり、各要件についての適否を点検するものでございま
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す。 

この要件は、設立の時に満たされるだけでなく、設立後も満たされていることが必

要で、農地所有適格法人は、農地の権利を取得した後も、この要件に適合しているこ

とを確保するため、毎事業年度の終了後３か月以内に、事業の状況等を農業委員会

に報告することが義務づけられているところでございます。 

このため、本案について配付資料の農地所有適格法人要件確認書に基づき審査

を行ったところ、いずれの要件にも適合していることを確認したため、全会一致をもっ

て承認相当という結論に達しました。 

以上でございます。よろしくご審議をお願いします。 

○水代議長 ありがとうございました。 

これより、本案に対する質疑に入ります。 

質疑をお持ちの方は、挙手をお願いいたします。 

◆７番（吉田委員） 事業の種類の中で、農作業関連は何をされているのでしょうか。 

〇水代議長 事務局でわかりますか。 

◎事務局（秋元次長） ほうれん草やかぶを作っています。  

◆水代議長 それは、農産物ですよね。 

関連事業は、何をされているのでしょうか。 

◎２番（金子委員） 関連事業として、草刈りと竹林の整備を行っており、伐採した竹は、

肥料としています。 

◆水代議長 請負いですね。 

◎２番（金子委員） はい。従事されているのは、障害をお持ちの方です。 

〇水代議長 ありがとうございます。ほかにご質問ございませんか。 

あと、１つ質問です。面積が、２反ほど減っていますが、これは返還したからですか。 

◎事務局（秋元次長） 基本的には、売買のために昨年合意解約をしています。 

〇水代議長 はい、判りました。 

○水代議長 ほかにご質問ございませんか。 

（なしの声あり） 

○水代議長 質疑なしと認めます。 

これより採決を行います。 

議案第４０号について、承認することに賛成の方は挙手をお願いします。 

挙手、全員であります。 

よって議案第４０号については、承認することに決定いたしました。 

ありがとうございました。 

 

○水代議長 次に、議案第４１号「流山市都市計画審議会委員の推薦について」を議

題といたします。 

議案の説明を求めます。 

秋元次長。 
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◎秋元次長 議案書の４ページをお開きください。 

議案第４１号 

流山市都市計画審議会委員の推薦について 

流山市都市計画審議会委員を次のとおり推薦する。 

令和元年８月９日提出 

本案につきましては、流山市都市計画審議会委員の任期が満了することから、新

たな都市計画審議会委員を任命するため、流山市長から推薦の依頼があったもので

あります。 

都市計画審議会につきましては、都市計画法に基づき、まちづくりに関する審議

や調査等を行うために設置される機関で、都市計画道路や公園、下水道などの都市

に欠かせない施設の計画決定や変更、土地利用の制限などの都市計画法に定めら

れている内容について審議を行っております。 

次に、この都市計画審議会の委員の構成につきましては、学識経験者や市議会

議員、また、公募による市民の方などで構成されております。 

また、任期につきましては２年となっており、現在は小倉委員に就任をいただいて

おります。 

最後に、この都市計画審議会の開催状況につきましては年３回程度開催している

とのことでした。 

最後に審議会委員の推薦の経緯ですが、候補者の選出については「議長に一任

する」とのご意見があり、議長から選出いただき推薦委員を決定した経緯があります。 

また、その指名に当たりましては、会長を除く農業委員で、就任回数の多い方から

順番を基本とし、各委員の状況等を総合的に判断のうえ候補者を選出して来たところ

であります。 

説明については以上です。 

ご審議をよろしくお願い申し上げます。 

○水代議長 以上をもって、議案の説明が終わりました。 

本案については、農業委員会から流山市都市計画審議会委員として１名を推薦し

ようとするものです。 

ただいま、事務局から説明がありましたとおり、本案につきましては議長が推薦者を

選出することにしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

○水代議長 異議なしと認めます。 

それでは、お諮りいたします。 

議案第４１号について、９番山﨑委員を推薦することにしたいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

（なしの声あり） 

○水代議長 それでは、議案第４１号については９番山﨑委員を推薦することに決定い

たしました。 
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山﨑委員、よろしくお願いいたします。  

 

○水代議長 次に、報告第２２号「専決処理の報告について」報告を求めます。 

   秋元次長。 

◎秋元次長 議案書の５ページをお開きください。 

報告第２２号 

 専決処理の報告について 

流山市農業委員会事務局規程第７条第１項の規定により、次のとおり専決処理し

たので同条第２項の規定により報告する。 

令和元年８月９日報告 

最初に、１の農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてご報告いたしま

す。 

今月の農地法第４条の届出のご報告は、７件 １１筆 面積３，４３２．１９平方メート

ルです。添付書類も含め完備しておりましたので、事務局長専決により、書類を受理

いたしました。 

次に、２の農地法第５条第１項第６号の規定による届出です。 

今月の農地法第５条の届出のご報告は、２３件 ３６筆 面積８，７６６平方メートル

であります。添付書類も含め完備しておりましたので、事務局長専決により書類を受

理いたしました。 

続きまして、議案書の６ページをお開きください。 

今月ご報告の農地法第４条・第５条届出の集計表を記載しております。 

第４条につきましては、住宅用地６件、その他の建物施設用地が１件の計７件の届

出がありました。 

第５条につきましては、マンションの区分所有を除く住宅用地が２０件、鉱工業用地

が２件、その他の建物施設用地が１件の計２３件の届出がありました。 

今月の専決処理のご報告は、以上です。よろしくお願いいたします。 

○水代議長 ただいま報告がありましたが、ご質問、ご意見がございましたら承ります。 

（なしの声あり） 

○水代議長 特にないようですので次に進みます。 

以上をもって、本日の定例総会に付議されました案件は、すべて議了いたしました。 

   これをもって、令和元年第８回流山市農業委員会総会を終了いたします。 

慎重審議をいただきありがとうございました。 

 

△閉会 午後３時４５分 

 

この議事録は、真正であることを認めて署名する。 

令和元年８月９日 

 



9 

 

流山市農業委員会長                      

 

流山市農業委員会委員    

 

流山市農業委員会委員                     

 


